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羽 陽 学 園 短 期 大 学 に お け る 研 究 費 の 不 正 使 用 に よ る 取 引 停 止 等

に 関 す る 規 程  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、羽 陽 学 園 短 期 大 学（ 以 下「 本 学 」と い う ）

の 教 職 員 が 行 う 研 究 費 の 不 正 運 用 に 加 担 、 協 力 ま た は 不 正 運 用

を 誘 引 し た 業 者 に つ い て 、 取 引 停 止 の 処 分 を 講 ず る 必 要 が 生 じ

た 場 合 の 取 扱 に つ い て 定 め る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  取 引 停 止 と は 、 本 学 が 、 業 者 と の 契 約 締 結 を 一 定 期 間

行 わ な い こ と 、 ま た は 業 者 と 既 に 締 結 し て い る 契 約 を 解 除 す る

こ と を い う 。  

（ 取 引 停 止 処 分 業 者 ）  

第 ３ 条  学 長 は 、次 の 各 号 の う ち 、い ず れ か に 該 当 す る 業 者（ 以

下 、「 不 正 業 者 」 と い う ） に つ い て 取 引 停 止 の 処 分 を 行 う も の と

す る 。  

（ １ ）研 究 費 を 取 引 外 の 用 途 に 運 用 す る こ と を 目 的 と し て 、取

引 内 容 を 偽 装 し 、そ の 偽 装 行 為 に 加 担 、協 力 ま た は 誘 引 し た

業 者  

（ ２ ）架 空 の 取 引 に よ り 、研 究 費 を 預 け 金 と し て 管 理 す る こ と

に 加 担 、 協 力 ま た は 誘 引 し た 業 者  

（ ３ ）（ １ ） 及 び （ ２ ） 以 外 で 研 究 費 を 不 正 運 用 す る 取 引 に 加

担 、 協 力 ま た は 誘 引 し た 業 者  

（ 取 引 停 止 の 措 置 ）  

第 ４ 条  学 長 は 、 業 者 が 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に

は 、 当 該 不 正 業 者 に つ い て 取 引 停 止 を 行 う も の と す る 。  

２  取 引 停 止 期 間 に つ い て は 、 学 長 が 決 定 す る も の と す る 。  

（ 取 引 停 止 期 間 の 変 更 ）  

第 ５ 条  学 長 は 、 不 正 業 者 に つ い て 情 状 酌 量 す べ き 特 別 の 事 由

が あ る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に よ り 決 定 し た 取 引 停 止 の 期 間 に

つ い て 短 縮 す る こ と が で き る 。  

２  学 長 は 、 取 引 停 止 期 間 中 の 不 正 業 者 に つ い て 、 極 め て 悪 質

な 事 由 が 明 ら か に な っ た 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に よ り 決 定 し た

取 引 停 止 の 期 間 に つ い て 延 長 す る こ と が で き る 。  

（ 不 正 業 者 へ の 通 知 ）  
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第 ６ 条  学 長 は 、 第 ４ 条 ま た は 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 取 引 停 止 ま

た は 取 引 停 止 期 間 の 変 更 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 不 正 業 者 に 遅 滞

な く 通 知 す る も の と す る 。  

（ 他 機 関 で 取 引 停 止 措 置 要 件 が 生 じ た 場 合 の 取 扱 ）  

第 ７ 条  学 長 は 、 業 者 が 他 の 研 究 機 関 等 か ら 取 引 停 止 措 置 等 を

受 け た 場 合 、 諸 事 情 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ

ろ に よ り 期 間 を 定 め 、 取 引 停 止 の 措 置 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 改 廃 ）  

第 ８ 条  こ の 規 程 の 改 廃 は 教 授 会 の 議 を 経 て 、学 長 が 決 定 す る 。 

 

附 則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


